
刑
法
及
び
刑
事
訴
訟
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
格
段
の
配
慮
を
す
べ
き
で
あ
る
。

一

公
訴
時
効
の
廃
止
及
び
そ
の
期
間
の
延
長
に
よ
り
、
捜
査
が
長
期
に
わ
た
る
場
合
が
増
え
る
こ
と
を
考
慮
し
、
え
ん
罪
が

発
生
す
る
余
地
の
な
い
よ
う
、
捜
査
資
料
・
証
拠
物
等
の
適
正
か
つ
確
実
な
保
管
を
図
る
と
と
も
に
、
犯
罪
検
挙
率
の
低
下

す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
適
正
迅
速
な
初
動
捜
査
態
勢
の
確
保
、
捜
査
資
源
の
適
正
か
つ
効
率
的
な
配
分
及
び
捜
査
技
術
の

開
発
向
上
等
を
通
じ
、
捜
査
力
を
一
層
高
め
る
こ
と
。

二

公
訴
時
効
の
廃
止
及
び
そ
の
期
間
の
延
長
に
よ
り
も
た
ら
さ
れ
る
効
果
に
つ
い
て
、
今
後
と
も
そ
の
検
証
に
努
め
る
こ
と
。

三

医
療
事
故
に
起
因
す
る
業
務
上
過
失
致
死
傷
事
件
の
処
理
に
当
た
っ
て
は
、
医
療
の
萎
縮
効
果
を
生
じ
な
い
運
用
に
努
め

る
こ
と
。



四

殺
意
の
有
無
に
よ
り
公
訴
時
効
期
間
が
大
き
く
異
な
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
捜
査
機
関
が
そ
の
認
定
を
行
う
に
当
た
っ
て

は
、
十
分
な
証
拠
に
基
づ
い
て
適
切
公
平
な
判
断
を
行
う
べ
き
よ
う
努
め
る
こ
と
。

五

性
犯
罪
に
つ
い
て
は
、
被
害
者
等
の
声
を
十
分
に
踏
ま
え
つ
つ
、
罰
則
の
在
り
方
及
び
公
訴
時
効
期
間
に
つ
い
て
更
に
検

討
す
る
こ
と
。

六

現
在
実
施
さ
れ
て
い
る
犯
罪
被
害
者
等
基
本
計
画
の
検
証
を
十
分
行
う
と
と
も
に
、
検
討
中
の
第
二
次
犯
罪
被
害
者
等
基

本
計
画
（
仮
称
）
の
策
定
等
を
通
じ
て
、
犯
罪
被
害
者
及
び
そ
の
家
族
又
は
遺
族
の
実
態
も
踏
ま
え
、
犯
罪
被
害
者
等
に
対

す
る
必
要
な
施
策
を
一
層
推
進
す
る
こ
と
。

右
決
議
す
る
。


